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第２４期 軽井沢町農業委員会 第１３回 総会議事録 

 

発言者 内          容 

 

 

青木事務局長 

 

 

市村初仁会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

 

市村初仁議長 

 

青木事務局長 

 

（開会：１３時３０分） 

 

 委員の皆様、ご苦労さまでございます、定刻になりましたので、第 12 回総会

を始めたいと思います。最初に会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

委員の皆様、本日はご出席いただきありがとうございます。先般、梅雨明けし、

これから本格的な夏期シーズンを迎えるわけでございますが、昨年同様に気温 

上昇に伴う干ばつにより農作物への影響が懸念される状況でございます。さて、

いつも申し上げ、ご承知のとおり農業委員と推進委員には地域のリーダーとして

期待されており、役割であります、農地利用の最適化推進活動として農地の貸し

借り、権利移動による利用集積と集約化、農地中間管理機構と連携し耕作放棄地

の発生防止と解消並びに農業後継者の確保のため新規就農及び定年帰農者によ

る担い手の確保等に引き続き協力をお願いしたい。 

なお、本日も JA関係の報告や町側より外川補佐にご出席いただいております。 

それでは第２４期軽井沢町農業委員会第 13回総会を開催いたします。 

 

 

ありがとうございました。それではまず議事進行を行う議長についてですが、軽

井沢町農業委員会 会議規則第６条の規定により総会の議長は、会長が行なうこ

とになっておりますので、よろしくお願いします。 

 

規定により、私が議長を務めることになっておりますので、議事を進めさせてい 

ただきます。事務局より、会議成立の報告をお願いします。 

 

農業委員総数１４名中、１４名、全員出席でございます。農地利用最適化推進委

員７名中、７名、全員の出席でございます。軽井沢町農業委員会会議規則第５条、

在任する委員の過半数の出席により、本総会が成立します事を報告します。 

 

次に、３の議事録署名人の選任についてですが、軽井沢町農業委員会 会議規則

第１４条の規定により、議席番号６番の坂本雄樹委員と議席番号８番の栁澤昌代

委員の２名にお願いします。 

 

次に４の事業報告について、事務局より報告願います。 

 

それでは、お手元の次第１ページの令和３年６月２５日から令和３年７月２５日

までの行事等について、報告いたします。 
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市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２５日（金）に軽井沢町農業委員会第 12回総会が開催されました。 

７月２日（金） に軽井沢町農業再生協議会が開催され会長他が出席しました。 

７月１６日（金） に農業委員会７月役員会が開催され会長、会長代理、農政部 

長、事務局２名が出席しました。 

 

続いて２ページの（２）土地処分結果の①許可分ですが、４件ございまして、全

て５条許可でございます。１件目が  地区の、    について、令和 年 月 

  日付長野県指令 佐農第 号の   、   で許可となっております。２

件目ですが、    地区の、     について、令和 年 月 日付長野県

指令 佐農第 号の    、    で許可となっております。続いて３件目、       

    地区区の      で、令和  年 月  日付長野県指令 佐農第 

 号の    、  で許可となっております。最後に４件目で  地区で、   

     、     、令和 年 月 日付長野県指令 佐農第 号

の    、  で許可となっております。 

②取り下げ・県不受理・廃止届分、③の保留分はございませんでした。 

続いて、３ページの（３）転用確認証明書による土地処分結果については、１件

ございまして、令和 年 月 日付、長野県指令、 佐農第 号の  、で許可

となっておりました、    地区の、地目、 、面積、 筆計   ㎡、   、

について、令和  年  月  日に、  への転用を確認し、証明書を交付い

たしました。事業報告は以上でございます。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より事業報告がございました。 

事業報告について、質問等はございませんか。 

 

なし 

 

無いようですので、次に５の会議事項に入ります。議案第１号番号１「農地法第

３条第１項の規定による許可申請について」を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号１「農地法第３条第１項の規定による許可申請」についてを説明

いたします。次第は、４ページ、補足資料は１ページから１５ページをお願いし

ます。借宿地区でございます。 

農地法第３条第１項のただし書きによる許可不要には該当しませんので、許可申

請が必要となります。町の用途地域区分は、第１種住居地域で、農地法による農

地区分は第 種農地になります。 

それでは、申請書に基づき説明させていただきます。 

番号１について、申請人の氏名ですが、譲渡人は、      、     に

住所のある、       、  です。譲受人は、              

に住所のある、            です。次に、２の許可を受けようとす

る土地の所在等ですが、  筆ございまして、      、         

、 、  、もう  が    、        です。 

権利設定の内容は、         による      になります。補足説

明をいたしますが、当案件については、      の  に       が 
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市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

 

 

 

青木事務局長 

      の      が   されております。当初は、   が   

  に    の   を設定し、    に   に   を  しておりま

す。その後、     に    となる  でございましたが、先ほど申し上

げたように、        となっている事情もあり、       を抹消

し、        を行い     するよう   があった為、今回の   

に至りました。次に許可基準と一般記載事項について順次説明 

させていただきますので参考にして下さい。ハンドブック３－１と３－２２から

２３になります。申請書への記載事項についてですが、     とは異なり、    

    による  となりますので、   への    の場合は、      

    に     か等を確認するⅠの一般記載事項の記載が不要でござい 

まして、      となります。なお、この度の申請に        は、 

       となりますことをご説明いたします。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第１号

番号１、について担当委員より説明願います。 

 

番号１の土屋史彦が説明をいたします。     に、      の   、 

     、 の   で    を実施しました。     に通称、     

   で     の     に  の      を  しまして、その上

では        が  を  しております。その    の     が 

    たので、       としては  をしたいということで今回のこの

案件になりました。事務局からも説明がありましが、     については  

は      でございましたが、今回は     、       が      

ということことで  する になりました。特に今までもあったものであり、問

題ないと思われます。 

 

ありがとうございました。 

遠山推進委員、補足説明はございますでしょうか。 

 

なし 

 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明と併せ 

て、議案第１号番号１についてご意見のある方はお願いします。 

 

推進委員の堀川でございますが、今回の申請についてですが、    に    

  が  されていることによる申請ということですが、  の場合は  では 

   はずなので、今回の場合は   として使うからということで申請があっ

たということでしょうか。 

 

先ほどもご説明しましたが、      を  する場合には    が必要 
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委    員 

 

 

青木事務局長 

 

市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となります。 

 

今回の申請は           、      を   することに伴う  

 ということで理解してよろしいか。 

 

そうです。 

 

よろしいでしょうか。ご意見がないようなので、議案第１号番号１につきまし 

て採決を行います。賛成の方は挙手願います。 

 

なし 

 

 ありがとうございました。賛成全員ですので議案第１号番号１を原案どおり可

決いたし、許可いたします。続いても３条関係となりますが、議案第１号番号２

について議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

続いても３条申請となりますが、議案第１号番号２・３についてを議題といたし

ます。 

議案第１号番号２・３「農地法第３条第１項の規定による許可申請」についてを

説明いたします。番号２・３共に      でございますので、案件としては

別々ですが、説明は一本化させていただきます。 

次第は、４ページ、補足資料は１６ページから２６ページをお願いします。 

地区は番号２が     、番号３が     でございます。 

共に、農地法第３条第１項のただし書きによる許可不要には該当しませんので、

許可申請が必要となります。町の用途地域区分は、番号２が     で、農地

法による農地区分は      になります。番号３が           

で、農地法による農地区分は第 種農地になります。 

それでは、申請書に基づき説明させていただきます。番号２について、申請人の

氏名ですが、譲渡人は、       、         に住所のある、   

    です。譲受人は、        に住所のある、      、    

です。次に、２の許可を受けようとする      ですが、    、        

、 、      です。権利設定の内容は、  による     になります。 

次に許可基準と一般記載事項について順次説明させていただきますので参考に

して下さい。ハンドブック３－１と３－１０になります。 

農地法第３条第２項第１号の利用状況関係につきましては、非耕作地はなく、す

べての農地について全部耕作することになっており問題はないと思われます。 

次に作物ですが、     、    の作付け内容になっています。 

農機具関係ですが、      、       、           

、       、       、           となっています。 

農作業に従事する者関係についてでございますが、常時４名います。 
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市村初仁議長 

 

 

 

 

委    員 

次に権利設定する農地までの距離と時間ですが     、    となってお

ります。次に、農地法第３条第２項第４号関係の農業への従事状況は、     

日間となっており、常時従事しない場合の権利取得制限には該当いたしま 

せん。農地法第３条第２項第３号関係の信託契約の関係ですが、該当しません。 

次に、農地法第３条第２項第５号関係の権利取得後の経営面積状況関係（下限面

積）ですが、問題はございません。次に、農地法第３条第２項第６号関係の借り

受地の転貸制限ですが該当しません。次に、農地法第３条第２項第７号関係の周

辺地域との関係についてですが、地域の農地の利用調整に協力すること及び農薬

の使用方法等についても地域の防除基準を順守するとの記載もございますので

影響はございません。 

続いて番号３について、申請人の氏名ですが、    は、      、   

       に住所のある、       、      です。      

は、           に住所のある、       、     です。 

次に、２の許可を受けようとする土地の所在等ですが、     、      

  、 、      です。権利設定の内容は、  による     になり 

ます。次に許可基準と一般記載事項について、順次説明させていただきますので

参考にして下さい。ハンドブック３－１と３－１０になります。 

農地法第３条第２項第１号の利用状況関係につきましては、非耕作地はなく、す

べての農地について全部耕作することになっており問題はないと思われます。 

次に作物ですが、       の作付け内容になっています。 

農機具関係ですが、       、       、      、      

、        、          となっています。 

農作業に従事する者関係についてでございますが、常時４名います。 

次に権利設定する農地までの距離と時間ですが       となっておりま

す。次に、農地法第３条第２項第４号関係の農業への従事状況は、     と

なっており、常時従事しない場合の権利取得制限には該当いたしません。 

農地法第３条第２項第３号関係の信託契約の関係ですが、該当しません。 

次に、農地法第３条第２項第５号関係の権利取得後の経営面積状況関係（下限面

積）ですが、問題はございません。 

次に、農地法第３条第２項第６号関係の借り受地の転貸制限ですが該当しませ

ん。次に、農地法第３条第２項第７号関係の周辺地域との関係についてですが、

地域の農地の利用調整に協力すること及び農薬の使用方法等についても地域の

防除基準を順守するとの記載もございますので影響はございません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第１号 

番号２、３について担当委員より説明願います。 

 

 

 

委員番号１０番の市村正喜が説明をいたします。 
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市村初仁議長 

 

 

委     員 

 

市村初仁議長 

 

委     員 

 

 

 

 

 

 

       、       、      で   を行いました。こ 

の    を受けたのが        になりますので、    の    

 は  ができませんでした。当該地は     の  にございます、先住民 

の遺跡である南石堂遺跡という、これ文化財に指定されているんですけれども、 

       、           、これが本案件の農地ですが、その奥

に           という があるんですけれども、その土地が     

の      が所有する  です。更にその奥に  があるわけでございま

す。案件の経緯ですが、       が         から を借りられ

ていたみたいで、        、借りていたようであります。      

の     は住所は   となっておりますが、        でございま 

す。     あったことから、以前に  、        には     

の        の    をしているということでありました。    に 

 が        、        後は     が全て   されて 

おります。  された後から     が始まりまして、ここ最近の    の 

  話が出るとこの      の   となっております。  くらいには 

  も  してしまいまして、 もなくなったことから今はほとんど  に   

てくることもなくなったわけでございます。   の     は     、 

  してから    で     から   を  されてから   でござ 

います。      の    を      、          とし 

て  されているわけでございます。           では、   も 

  も       を続けていいき、                 

を               を感じとることができました。       

    は特に問題はなと判断いたしましたので、皆様のご審議のほどよろしく 

お願いいたします。 

 

 

ありがとうございました。中里推進委員、補足説明はございますでしょうか。 

 

 

なし 

 

続いて、番号３について担当委員より説明をお願いいたします。 

 

議席番号６番の坂本が説明をいたします。         については、さき 

ほどの市村委員が説明した通りでございます。        と私と堀川推進 

委員と  を実施しました。場所については       から       

んだ  になります。     のほとんどが   の  でございます。   

  は      のために  による     を  ということでござい 

ます。また        ですけれども現在、   に   で、     

   ないということで、          、     があるというのは 
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市村初仁議長 
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市村初仁議長 
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市村初仁議長 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ことから、      に応じたということでございます。今回、何

の問題もないと思われます。皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明と併せ 

て、議案第１号番号２・３についてご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がないようなので、議案第１号番号２・３につきまして採決を行います。  

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第１号番号２・３を原案どおり

可決し、許可いたします。次に、議案第２号番号１「農地法第５条第１項の規定

による許可申請について」を議題にします、事務局より説明願います。 

 

次第は５ぺージ、補足資料２７ページから３７ページをお願いします。議案第２

号番号１「農地法第５条第１項の規定による許可申請」についてを説明いたしま

す。      でございます。    は、       、       

    に住所のある      、       です。 

   は  いまして、  とも   で      、         に

住所がある、     、      、    であり、     が  、 

   が でございまして、それぞれ、    、   です。 

町の用途地域区分は     で、農地区分は第 種農地になります。権利関係

は  による     となります。補足資料２８ページに位置図がございます

が、            にある     で、      にある    

      の  、       になります。 

転用の目的ですが、    である    は  、この申請地に       

      に、     で  しておりますが、    や   の  を

機に  を    し、     と     が   に、      がそ

のまま      の  に  する為に  を転用するものでございます。 

なお、当該地は   の   が    に  により  しておりますが、 

        が  であった   に  として、      を受けまし

たが    の  でございます。        は、       となる

為、        ではなく      となります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。ハンドブック４

－２０ページになりますので、参照してください。（農地法第５条第２項第３号）

の 資力・信用については、         、        、計      
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市村初仁議長 
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市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

となっています。資金の調達方法ですが、金融機関からの融資となり、融資証明

書が添付されております 

利害関係につきましては、       されておりますが、    の  を 

  ているため  ございません。次に（施行規則第５７条第１号）の申請地の

利用の迅速性ですが、工事計画では、許可後から令和 年 月末までが、工事期

間で、概ね１年以内となっており、問題ないと思われます。次に、（施行規則第

５７条第２号）他法令の許認可等については該当ありません。次に（施行規則第

５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、町の地域整備課、環境課、 

上下水道課及び農林振興係とは協議済みです。次に（施行規則第５７条第３号）

の農地等以外の土地利用はないので該当しません。次に（施行規則第５７条第４

号）の申請地の計画面積については、計画図等を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としておりませんので、

問題ありません。次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農

条件への支障については、周囲に農地はないので該当しません。 

以上により議案第２号番号 1については、許可できない場合に該当しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第２号 

番号１について担当委員より説明願います。 

 

推進委員の佐藤が議案第２号番号１について説明します。       から  

を受けた        と      に私と、佐藤寛治委員の  で   

を行いました。場所についてはさきほどの事務局説明の通りでございます。譲受 

人の   は申請地の   に が  で、   、２階に  がありますが、 

   が    、  が  になり      とのことでした。      

は     におり、  では  が   おり、  としては      し

ておりませんし、これからも  していく         です。  も  

  で  に   、  に がありますが、   が    いまして、  

には はございません。以上の理由からここが でなくなっても何ら問題ないと

判断いたしました。皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

佐藤寛治委員、補足説明はございますでしょうか。 

 

なし 

 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明と併せ 

て、議案第２号番号１についてご意見のある方はお願いします。 

 

なし 
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市村初仁議長 

 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がないようなので、議案第２号番号１につきまして採決を行います。  

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第２号番号１を原案どおり可決 

いたしました。よって、議案第２号番号１は、許可相当として県知事に意見を送

付します。次に、議案第４号「軽井沢町農用地利用集積計画について」を議題に

します。事務局より説明をお願いします。 

 

議案第 3号「軽井沢町農用地利用集積計画について」説明します。次第６から 

９ページをお願いします。補足資料は、３８ページから４０ページをお願いしま 

す。軽井沢町長より、農業委員会長あてに、軽井沢町農用地利用集積計画につい 

て、農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき、農業委員会決定の依頼がござい 

ましたので、審議をお願いいたします。８月の公告分でございますが、再設定が、

１件、１筆、面積は、２，７００㎡、内訳は、畑２，７００㎡です。新規が１件、 

２筆、面積は、１，２９５㎡、内訳は、田が１，２９５㎡です。中間管理が２件、

３筆、面積が５，０３０㎡、内訳は、畑、５，０３０㎡です。合計で、４件、６

筆、面積は、９，０２５㎡で、内訳は、田が１，２９５㎡、畑が７，７３０㎡で

す。集積計画及び申請書につきましては補足資料のとおりですので、確認をお願

いいたします。同法の第１８条第３項の各要件を満たしている 

と考えます。以上、ご審議をお願いいたします。 

 

 

ありがとうございました。審議の前にお知らせいたします。議案第３号について

は、農業委員会に関する法律第３１条の議事参与の制限に当りますので、栁澤 

昌代委員の一時退席をお願いします。 

 

栁澤昌代委員退席 

 

農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項につ

いては、その議事に参与することができない事になっています。 

それでは、議案第３号、軽井沢町農用地利用集積計画の８月公告分について、ご

意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 
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委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

土屋会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

ご意見がございませんので、農用地利用集積設定につきまして、原案どおり決定 

いたします。よって、議案第３号軽井沢町農用地利用集積計画８月公告分につい 

て、軽井沢町長へ、決定意見を送付します。栁澤昌代委員の復席を認めます。 

     （委員 復席後） 

栁澤昌代委員に申し上げます。農用地利用集積計画について、決定しましたので、 

お知らせします。 

 

次に６、のその他事項に進みます 

（１）の JA関係について土屋代理よりご報告をお願いいたします。 

 

それでは JA関係につきまして、野菜の出荷状況を申し上げます。なお、７月分

の報告については、通常は２０日時点でございますが、連休の関係で今月は１０

日現在でご報告をさせていただきます。キャベツ４７，８７７ケース出荷、単価

は９２８円、金額は４４，４０９，０００円でございます。前年対比として数量

が１３４％、単価８２％、金額１１１％でございます。続いてレタス１０キロで

すが、５４，２７３ケース出荷、単価は１，３１８円、金額は７１，５５２，０

００円でございます。前年対比として数量が１００％、単価１１４％、金額１１

３％でございます。白菜１２キロですが、８，３０４ケース出荷、単価は８２９

円、金額は６，８８５，０００円でございます。前年対比として数量が１５９％、

単価１００％、金額１５８％でございます。白菜１５キロですが、１，６５３ケ

ース出荷、単価は１，４５０円、金額は２，３９６，６５０円でございます。前

年対比として数量が１１９％、単価９０％、金額１０７％でございます。チンゲ

ン菜ですが、２６，４３４ケース出荷、単価は６６８円、金額は１７，６６７，

０００円でございます。前年対比として数量が１０４％、単価１０３％、金額１

０７％でございます。まずキャベツについてですが、数量が１３４％と伸びてい

る要因としては、春先というか出荷の時期が早かったことと、梅雨に入ってだい

ぶ水分を吸い上げて大玉になったことで数量が増えました。その分、球が大きい

箱は単価が安いので、それが単価安の要因でございます。レタスについては春先

の凍霜害がありましたれども、数量も１００％、単価もまずまずでありますが、 

この報告が７月１０日ですが、その前の週から全県で廃棄事業が展開されており

まして、来月にはこの数量もだいぶ悪くなっているのではないかと考えられま

す。後は今申し上げたようにレタス、はくさいは７月３０日まで廃棄事業が継続

します。キャベツについても７月１６日より５日間、産地自主廃棄事業が初動さ

れました。それと、７月に入りまして断続的な降雨状況もあり、梅雨明け以降は

一気に気温が上昇しまして、今現在、レタスにつきましては雨の影響で小玉傾向、

キャベツにつきましては段々と大玉傾向から小玉傾向に移っております。参考ま

でですけれども、今日のキャベツにつきましても２Ｌの比率が約１割、１０％、

７玉が３０％、Ｌは約８玉なんですけれども、６０％を占めております。今後は
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市村初仁議長 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

外川観光経済課

長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

委    員 

 

 

 

外川観光経済課

長補佐 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

青木事務局長 

 

段々と小玉傾向になっていき、数量も減ってきて、単価も上がっていけば良いか

なと考えております。後は台風８号が接近してきて、稀にみる進路ということで

予測できないのか心配なところでございます。以上です。 

 

農協関係で何かお聞きしたいことはありますでしょうか。 

 

なし 

 

ご意見がございませんので、（２）については岡沢補佐欠席でございますので（３） 

町側より外川補佐お願いいたします。 

 

お疲れ様でございます。農林振興係の外川でございます。２点ご報告させていた

だきます。まず一点目として転作田等の現地確認作業の関係でございますが概ね

半分の現地確認が終了してございます。残り半分についてもご協力をお願いした

いと伴に、終了した地区につきましてはありがとうございました。過日、新聞折

り込みでもありましたが、国連で定義されております SDGsですけれども、町で

も目標実現の為に事業等を推進しているところでございます。発地市庭でも

SDGsマルシェと題しまして、８月７・８日でマルシェを開催させていただく予

定となっております。コロナ禍ということで細心の注意を払って行って参りたい

と考えておりますので、皆様にお出かけいただければ幸いでございます。以上で

ございます。 

 

 

ありがとうございました。皆様から何かお聞きしたいようなことがありましたら

お願いいたします。はい、儘田推進委員 

 

推進委員の儘田ですが、このマルシェのイベントは夏の最盛期で交通量が増え、

混雑する中で開催されますが、交通対策で何かございましたら教えてください。 

 

 

当日は交通誘導員を配置し、なるべく交通の妨げにならないように実施いたしま

すので、地元の皆様のご理解をお願いしたします。それと、貯木場の奥に広場が 

あるのですが、発地市庭関係者についてはそこに駐車していただき、マイクロバ

スでの輸送を検討しております。 

 

他にございますでしょうか。ないようであれば、（４）の事務局関係について事

務局よりご説明をお願いいたします。 

 

６．その他事項  次第の、１１ページをお願いします。 

（４）事務局関係について 
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ア、の令和３年度の農業委員会視察研修についてでございますが、１１月１６日

（火）から１８日（木）までを予定しております。北陸方面への視察でございま

すが別紙をご確認いただき、１６日（火）に長野市において開催される長野県農

業委員会大会に出席後に移動するスケジュールとなっておりますことをご報告

いたします。 

 

イ、第６回県農業委員会大会における要請事項について   

さきほどご説明した長野県大会にて各農業委員会より要請があった内容を本大 

会で決議いたしますので、各委員において要望等がございましたら、８月２日 

（月）までにご報告をお願いいたします。 

 

ウ 農地利用状況調査（農地パトロール）について 

エ 令和３年度タブレット端末貸出事業の導入委員会の選定について 

お手元に業務必携、非農地判断の徹底、中間管理事業における農用地等の基準に

ついての資料がございますのでご確認ください。まず農地パトロールについて申

し上げます。国より今年度から調査方法の変更について指示がございました。大

きな変更点としては①遊休農地の細分化がございます。業務必携９ページから御

覧ください。今までは農地パトロールは利用状況調査と荒廃農地調査の２本立て

となっていました。その調査自体が一本化されたことに伴う変更でございます。

１１ページに変更点が記載されておりますが、遊休農地区分１号が細分化されま

す。遊休農地のうち、草刈やトラクター等簡易な方法で耕作可能となるか、それ

とも重機などの機械を使用しなければ農地に戻すことができない等の２つの区

分分けとなりますことを委員の皆様にご判断いただくものでございます。次に②

として非農地判断の徹底でございます。別紙をご覧いただきたいのですが、農地

は農地としてご使用いただくことが最適な利用ではございますが、使用されてい

ない農地について現在国では、再生エネルギー法関連により太陽光パネル設置を

促進してもらいたいとの要望がございます。軽井沢町は自然保護の観点から太陽

光パネル設置には規制がございますが、国全体では別紙内容により促進していく

方向でございます。この指針等が示されたことで、非農地判断についても３人以

上の委員で現地を確認し、迅速なご判断をいただきたいというものでございま

す。次に③としてこの調査後に実施される利用意向調査での中間管理機構の借受

基準の緩和がございます。別紙資料をご覧ください。農地パトロールにより、遊

休農地の判断に至った箇所については、その後に所有者の今後の農地活用につい

て確認する利用意向調査の対象となります。調査では所有者自身が農地に戻す意

向があるかなど、いくつかの活用方法の項目があるのですが、その中で、中間管

理機構が仲介し農地の貸借を進める項目もあり、所有者がその意向を示せばその

情報を中間管理機構に提供することとなります。ただし今まではその借り受け基

準が厳しく、貸借のマッチングに至っていないケースが多く発生していたことか

ら、今回の改正によりその基準が緩和されております。今後、機構は貸借の実績

率を向上させる為、借り手と貸し手のマッチングを重点的に行っていくことが予

測されます。意向調査自体も今までは１１月末までの期限で実施しておりました

が、この点に関しましても農地パトロールが終了後すぐに所有者等に意向を確認

することとなりますことを併せてご説明させていただきます。以上が主な変更と

なりますが、農地パトロール及び農地意向調査共に調査の迅速化及び精度の向上

が求められ、この件に関して会長、役員の方々にも、今年度より導入しましたタ

ブレットを活用した取り組みにより、調査を遂行していきたいとご説明をいたし

ました。国では農業委員一人一人にタブレットを順次配布する事業を展開してお

り、過日、農業会議から軽井沢町は県内でのタブレットを活用するモデル事業に

選定された報告がございました。これにより皆様一人一人にタブレットを配布さ

せていただきます。使用方法等に関すること及び先ほどご説明申し上げた非農地

判断の３人以上の要件等がございますので、事務局としては、今回の農地パトロ

ール実施時に一緒に帯同させていただく予定でいます。よって、各地区担当者同

士で、実施希望日について相談の上、事前に事務局にご連絡をお願いいたします。

こちらで日程調整後に実施日を確定するスケジュールとさせていただきたいと

考えております。 
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市村初仁議長 

 

委    員 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

以上、今後の流れをご説明いたしまたが、毎年、皆様ご多忙の中で実施している

調査でありますが、国等の農地を巡る様々な施策の変更に 

あわせ、調査自体の方法も見直さなければならない事情をご理解の程お願い申し

上げます。なお、８月は遊休農地強化月間であることも申し添えをいたします。 

 

 

オ、 当面の会議・行事日程等について 

○軽井沢町自然保護審議会（農政部長） 

 令和３年７月２８日（水）１３時３０分から 役場２階 第３・４会議室 

○農業委員会８月役員会 

令和３年８月１６日（月）１３時から 役場２階 第５会議室 

○第２４期軽井沢町農業委員会第１４回総会 

 令和３年８月２７日（金）１３時３０分から 役場２階 第３・４会議室 

○令和３年度農業者年金の加入推進広報活動（農政部長） 

 令和３年８月３１日（火）１１時５０分から ＳＢＣラジオ「いいＪＡん！信 

州」 

○農業委員会９月役員会 

令和３年９月１７日（金）１３時３０分から 役場２階 第１１会議室 

○第２４期軽井沢町農業委員会第１５回総会 

 令和３年９月２４日（金）１３時３０分から 役場２階 第３・４会議室 

   

カ、配布資料等について 

〇農作業中の熱中症に対策についてでございますが、毎年、熱中症対策について

別紙を配布しておりますので、今年も地区の農業者の方へ周知のほどよろしくお

願いいたします。 

〇「この夏を過ごすにあたってのお願い（７月２０日改定）ついて、夏休み、お

盆の時期を迎え、今後、県内への人の往来が多くなりますので、それぞれの立場

により新型コロナウイルス感染防止策を徹底してもらいたいとの周知を各地区

においても周知をお願いいたします。 

〇農業者年金加入推進ニュースですが、７月１５日現在のものを周知いたしま

す。 

なお、各地区の加入対象者の名簿につきまして、事務局までお問い合わせいた

だければ、情報提供をいたしますので、お願いいたします。 

〇全国農業新聞普及推進一覧表（令和３年７月１日現在）を添付してございます。

目標部数が７４部ですが現在、７２部となり、今後７３部になる予定でございま

す。目標を下回っておりますので引き続き委員の皆様には各地区で未加入の方が

いらっしゃいましたら、呼びかけをお願いいたします。事務局からは以上でござ

います。 

 

ただ今の説明につきまして何かございますでしょうか。はい、土屋哲農政部長。 

 

パトロールの実施時期ですが、例年通りのように８月から１０月までと捉えて 

よろしいか。 

 

パトルールについては８月から開始いたしますが明確な期限がございませんが

意向調査はパトロールが終了したら迅速に実施する内容に変更となっており、パ

トロールが終了した地区から順次、意向調査を実施するようになります。 

ただ、皆様が多忙な時期に行っていただくことを考えると、例年の８月から１０

月までとなるのではないかとも予測しています。 
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市村初仁議長 

 

委    員 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

市村初仁議長 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

 

他に何かございますでしょうか。はい、堀川委員 

 

推進委員の堀川でございますが、非農地判断の推進についてですが、非農地にす

ると、税金が上がってしまって、ちょっと可哀そうだなとも考えるのですが、 

いかがでしょうか。 

 

実は、国より非農地判断を保留している箇所の調査も本年度より行っておりま

す。その面積が増えてくると国からの指導等がございますので、パトロールの際

には皆様の慎重なご判断をいただくこととなります。少しでも草刈等を行ってい

るかなど、非農地ではなく保全管理等も視野に入れたご判断をお願いいたしま

す。 

 

他に全体を通して何かございますでしょうか。 

 

 

なし 

 

 

それでは、第２４期軽井沢町農業委員会第１３回総会を閉会といたします。大変

お疲れ様でした。 

 

 

閉会 １５時１５分 

 

 


